
適時開示体制の概要 

 

当社は、会社情報の適時開示については、市場に関わる皆様に会社の事業活動を正しく理

解していただくための、上場企業として果たすべき責任であることを認識しています。 

開示すべき重要情報は管理本部が重要情報を保持する部署から入手し、情報を知り得た

段階でただちに情報開示担当役員に報告し、重要情報の意思決定機関である会議体による

決定を経て開示されます。 

当社では、管理担当の取締役が情報開示責任者と IR担当役員を兼任しており、開示すべ

き重要情報の意思決定機関である会議体への提案と決定に連動した、速やかな情報開示体

制を確立しています。 

重要情報については、開示前に不正な方法で漏洩することのないように、情報開示担当役

員が一元的に管理し、また会議体メンバーに対するインサイダー取引規制への啓発活動に

努めています。 

ＩＲ活動につきましては、代表取締役社長が率先して取り組んでいます。また、ＩＲの専

任者を置き、会社の事業活動をより理解していただくために、決算説明会や会社説明会の開

催、タイムリーでわかりやすい情報開示をめざし、ホームページによる適時開示情報や決算

情報の速やかな発信など公平な開示に努めております。  

 

 

 


